
例　夫婦と子ども1人の世帯で、世帯主（夫）の※賦課対象所得金額が 年齢 賦課対象所得金額

　　２３３万円（給与収入が４００万円の方となります。）の場合 42 ２３３万円

　　の算出方法。 41 無収入

　　※賦課対象所得金額＝令和７年中の総所得金額等ー４３万円（基礎控除） 16 無収入

　　※平等割、均等割、所得割を合計した後の１０円未満の端数は切り捨てる。

医療分
平等割額：22,560円　均等割額：30,720円　　所得割：9.04％

平等割額 均等割額
（1世帯あたり） （ひとりあたり）

30,720円×3人 233万×9.04％
（加入者数） （賦課対象所得金額）

22,560円 92,160円 210,632円

後期高齢者支援金分
平等割額：7,200円　  均等割額：10,200円　　所得割：2.86％

平等割額 均等割額
（1世帯あたり） （ひとりあたり）

10,200円×3人 233万×2.86％
（加入者数） （賦課対象所得金額）

7,200円 30,600円 66,638円

介護分（４０歳以上６５歳未満の方のみ）

平等割額：5,760円　　均等割額：10,800円　　所得割：2.65％

平等割額 均等割額
（1世帯あたり） （ひとりあたり）

10,800円×2人 233万×2.65％
（加入者数） （賦課対象所得金額）

5,760円 21,600円 61,745円

子ども・子育て支援金分（１８歳未満の被保険者は除く）

平等割額：720円　  均等割額：1,200円　　所得割：0.30％

平等割額 均等割額
（1世帯あたり） （ひとりあたり）

1,200円×2人 233万×0.30％
（加入者数） （賦課対象所得金額）

720円 2,400円 6,990円

所得割額

所得割額

所得割額

325,350円

②後期高齢者支援金分

③介護分

10,4430円

（最高限度額26万円）

国保加入者

世帯主

妻

子

①医療分

（最高限度額67万円）

所得割額 ④子ども・子育て支援金分

（最高限度額3万円）

10,110円

89,100円

（最高限度額17万円）

令和８年度保険料の算出方法

年間保険 528,990円（年額）③介護分②後期高齢者支援金分①医療分 ④子ども・子育て支援金分


